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五
十
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二
十
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日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

四
） 

答

弁

第

四

号 

   

衆
議
院
議
員
野
坂
浩
賢
君
提
出
神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
及
び
鳥
取
電
機
な
ど
の
鳥
取
県
下
に
お
け
る
労
使
紛
争

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
七
第
四
号 

昭
和
五
十
一
年
四
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
神
鋼
機
器
、
米
村
鉄
工
及
び
鳥
取
電
機
な
ど
の
鳥
取
県
下
に
お
け
る
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

1 

神
鋼
機
器
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
神
鋼
機
器
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
二
月
頃
か
ら
、

同
社
と
同
社
の
従
業
員
が
組
織
す
る
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
烏
取
地
方
本
部
神
鋼
機
器
工
業
支
部
（
以
下

「
神
鋼
機
器
支
部
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、
会
社
再
建
に
係
る
希
望
退
職
者
募
集
等
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
労
使

紛
争
が
続
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

2 

株
式
会
社
米
村
鉄
工
所
（
以
下
「
米
村
鉄
工
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
に
経
営
の
悪
化
に
よ
り

事
実
上
倒
産
し
、
従
業
員
に
対
し
て
解
雇
通
告
を
行
つ
た
が
、
そ
れ
以
後
同
社
と
同
社
の
従
業
員
が
組
織
す

る
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
鳥
取
地
方
本
部
米
村
鉄
工
所
支
部
（
以
下
「
米
村
鉄
工
支
部
」
と
い
う
。
）
と
の
間 



二
に
つ
い
て 

1
(1) 

裁
判
所
に
対
す
る
仮
処
分
申
請
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
、
神
鋼
機
器
支
部
か
ら
、
神
鋼
機

器
を
被
申
請
人
と
し
て
、
鳥
取
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
、
希
望
退
職
者
募
集
等
の
禁
止
を
求
め
て
仮
処
分

申
請
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
同
月
、
神
鋼
機
器
か
ら
、
神
鋼
機
器
支
部
を
被
申
請
人
と
し
て
、
同
地
方
裁
判

所
に
対
し
て
、
本
館
事
務
所
の
二
階
へ
の
立
入
禁
止
等
を
求
め
て
仮
処
分
申
請
が
行
わ
れ
た
が
、
前
者
の

事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
同
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
り
、
後
者
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
月
、
同

地
方
裁
判
所
よ
り
申
請
を
認
容
す
る
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
神
鋼
機
器
支
部
は
、
同
年 

3 
鳥
取
電
機
株
式
会
社
（
以
下
「
鳥
取
電
機
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
頃
か
ら
、
同
社

と
同
社
の
従
業
員
が
組
織
す
る
鳥
取
電
機
労
働
組
合
と
の
間
で
、
希
望
退
職
者
募
集
等
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て

労
使
紛
争
が
続
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

で
、
解
雇
問
題
、
会
社
再
建
問
題
等
を
め
ぐ
つ
て
労
使
紛
争
が
続
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



(3) 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
神
鋼
機
器
支
部
の
役
員
等
か
ら
、
神
鋼
機
器
に
お

い
て
労
働
安
全
衛
生
法
第
二
十
三
条
等
の
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
し
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し 

(2) 

労
働
委
員
会
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
神
鋼
機
器
支
部
等
は
、
昭
和
五
十

一
年
三
月
、
鳥
取
県
地
方
労
働
委
員
会
（
以
下
「
鳥
取
地
労
委
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
神
鋼
機
器
を
被
申

立
人
と
し
て
、
希
望
退
職
者
募
集
問
題
に
関
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
い
、
同
事
件
は
、
現

在
、
鳥
取
地
労
委
に
係
属
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
、
神
鋼
機
器
支
部
の
明
石
分
会
か
ら
、
神
鋼
機
器
を
被
申
請
人
と
し
て
、

神
戸
地
方
裁
判
所
明
石
支
部
に
対
し
て
、
組
合
事
務
所
の
使
用
妨
害
禁
止
等
を
求
め
て
仮
処
分
申
請
が
行

わ
れ
、
同
月
、
同
地
方
裁
判
所
同
支
部
よ
り
申
請
を
認
容
す
る
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

四
月
、
異
議
申
立
て
を
行
い
、
現
在
、
異
議
申
立
て
事
件
が
同
地
方
裁
判
所
に
係
属
中
で
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。 

五 

 



三
に
つ
い
て 

1 

労
働
委
員
会
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
米
村
鉄
工
支
部
等
は
、
昭
和
四
十
九

年
六
月
、
鳥
取
地
労
委
に
対
し
て
、
米
村
鉄
工
を
被
申
立
人
と
し
て
、
解
雇
問
題
に
関
し
て
不
当
労
働
行
為
救

済
申
立
て
を
行
い
、
昭
和
五
十
年
八
月
、
星
光
産
業
株
式
会
社
（
以
下
「
星
光
産
業
」
と
い
う
。
）
を
被
申
立
人
と 

2 

神
鋼
機
器
の
製
造
に
係
る
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
一
部
に
欠
陥
が
あ
つ
た
た
め
、
同
社
は
そ
の
回
収
を

行
つ
た
が
、
そ
の
回
収
に
当
た
り
、
同
社
は
株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
（
以
下
「
神
戸
製
鋼
」
と
い
う
。
）
の
協
力

を
受
け
た
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
神
鋼
機
器
と
神
戸
製
鋼
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
神
鋼
機
器
の
株
式
の
約
六
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
神
戸
製
鋼
が
所
有
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

て
、
昭
和
五
十
一
年
三
月
に
一
件
の
申
告
が
行
わ
れ
、
現
在
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
お
い
て
調
査
中

で
あ
る
。 

六 

 



四
に
つ
い
て 

2 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
米
村
鉄
工
支
部
の
役
員
か
ら
、
米
村
鉄
工
に
お
い
て

労
働
基
準
法
第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
の
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
し
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し

て
、
昭
和
五
十
年
八
月
に
一
件
の
申
告
が
行
わ
れ
た
。 

し
て
追
加
す
る
申
立
て
を
行
い
、
ま
た
、
昭
和
五
十
年
十
月
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
米
村

鉄
工
及
び
星
光
産
業
を
被
申
立
人
と
し
て
、
団
体
交
渉
拒
否
問
題
に
関
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を

行
つ
た
が
、
両
事
件
と
も
、
現
在
、
関
係
地
方
労
働
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

右
申
告
事
項
の
う
ち
、
労
働
基
準
法
第
十
九
条
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
の
調

査
で
は
、
同
法
違
反
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
ま
た
、
同
法
第
二
十
四
条
に
係
る
も
の
に
つ
い
て 

は
、
既
に
昭
和
四
十
九
年
六
月
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
が
違
反
の
事
実
を
認
め
、
米
村
鉄
工
に
対
し
て
是

正
勧
告
を
行
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

七 

 



五
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

2 

昭
和
五
十
一
年
三
月
十
一
日
及
び
三
月
二
十
三
日
に
米
村
鉄
工
、
星
光
産
業
、
米
村
鉄
工
支
部
等
の
関
係

者
に
よ
る
話
合
い
が
行
わ
れ
、
株
式
会
社
鳥
取
銀
行
は
、
こ
の
話
合
い
に
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
立
場

で
出
席
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

1 
米
村
鉄
工
と
星
光
産
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
米
村
鉄
工
は
、
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
同
社
の
倒
産
の
時

（
昭
和
四
十
九
年
五
月
）
ま
で
、
星
光
産
業
か
ら
鋼
材
を
購
入
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
米
村
鉄
工

の
倒
産
の
当
時
、
米
村
鉄
工
の
株
式
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
星
光
産
業
が
所
有
し
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。 

鳥
取
電
機
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
関
係
労
働
組
合
等
の
申
立
て
等
に

基
づ
き
、
労
働
委
員
会
等
の
権
限
あ
る
機
関
が
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
で
、
と
か
く
の
見
解
を
述
べ
る
こ

と
は
差
し
控
え
た
い
。 

八 

 



 

九 

厳
し
い
雇
用
失
業
情
勢
下
に
お
い
て
は
、
失
業
の
防
止
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
、
政
府
と

し
て
は
、
雇
用
調
整
給
付
金
制
度
や
法
律
に
基
づ
く
各
種
の
雇
用
率
制
度
の
活
用
等
に
よ
り
雇
用
の
安
定
に
努

め
て
お
り
、
個
別
企
業
に
対
し
て
も
そ
の
趣
旨
に
沿
つ
て
指
導
を
行
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
関
係
三
社
に
お
け
る
労
使
紛
争
に
つ
い
て
、
鳥
取
県
当
局
と
連
絡
の
う
え
、
労
使

当
事
者
に
よ
る
自
主
的
解
決
へ
の
努
力
を
期
待
し
つ
つ
、
紛
争
の
早
期
か
つ
円
満
な
解
決
の
た
め
に
努
力
し
て

ま
い
る
考
え
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




